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はじめに 

 

近年、コンピュータや通信技術などの情報化分野で急速な技術革新を背景に、建設産業

でもこれらの情報通信技術を活用し、合理的な建設生産システムの導入・普及の促進によ

り、労働集約型産業から知識・技術集約的産業へ、そしてより魅力的な産業へと変革して

いくことが期待されている。 

 国土交通省では、このような背景の下、情報通信技術を建設施工に適用し多様な情報の

活用を図ることにより、施工の合理化を図る建設生産システムである情報化施工について、

その普及を図るため産学官で構成される情報化施工推進会議を設置し、平成 20 年７月には

情報化施工推進戦略を策定し普及推進を図るとともに、普及に向けた課題に取り組んでい

るところである。 

 情報化施工は、情報通信技術の適用により高効率・高精度な施工を実現するものであり、

工事施工中においては、施工管理データの連続的な取得を可能とするものである。そのた

め、施工管理においては従来よりも多くの点で品質管理が可能となり、これまで以上の品

質確保が期待される。 

施工者においては、実施する施工管理にあっては、施工管理データの取得によりトレー

サビリティが確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略化・書類の作成に係

る負荷の軽減等が可能となる。また、発注者においては、従来の監督職員による現場確認

が施工管理データの数値チェック等で代替可能となるほか、検査職員による出来形・品質

管理の規格値等の確認についても数値の自動チェックが今後可能となるなどの効果が期待

される。 

本要領は、ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理技術が適用され、施工管理が行わ

れる場合の監督・検査に必要な事項について、とりまとめたものである。 

ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理技術は、従来の締固めた土の密度や含水比等

を点的に測定する品質規定方式を、事前の試験施工において規定の締固め度を達成する施

工仕様（まき出し厚、締固め回数）を確定し、実施工ではその施工仕様に基づき、まき出

し厚の適切な管理、締固め回数の面的管理を行っていく工法規定方式にすることで、品質

の均一化や過転圧の防止等に加え、締固め状況の早期把握による工程短縮が図られるもの

である。 
本要領を用いた監督・検査の実施にあたっては、本要領の主旨、記載内容をよく理解す

るとともに、実際の監督・検査にあたっては、「工事施工前における使用機器の精度の確認」、

「既済部分検査及び完了検査実施時における出来形管理・品質の確認」を実施し、適切な

管理の下での施工管理データの取得及びトレーサビリティの確保、並びに規格値を満足し

た施工管理データの取得を行うものとする。 

今後、現場のニーズや本技術の目的に対し、更なる機能の開発等技術的発展が期待され、

その場合、本要領についても開発された機能・仕様に合わせて改訂を行うこととしている。 

なお、本要領は、施工者が行う施工管理に関する要領と併せて作成しており、施工管理

については、ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領を参照していただきたい。 
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TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領 

 
 
1. 目 的 

本要領は、TS 又は GNSS を用いた河川土工及び道路土工等の盛土の締固め管理に

係わる監督・検査業務に必要な事項を定め、監督・検査業務の適切な実施や更なる効

率化に資することを目的とする。 
 
2. TS 又は GNSS 活用のメリット 

従来の河川土工及び道路土工等における盛土の締固め管理においては、砂置換法や

ＲＩ計法が主として用いられてきたが、近年、TS 又は GNSS を用いて、作業中の締

固め機械の位置座標を施工と同時に計測し、この計測データを締固め機械に設置した

パソコンへ通信・処理することによって、盛土全面の品質を締固め回数で面的管理す

る手法が導入されている。これにより、盛土全体の品質について、締固め回数を面的

に管理することができ、品質の均一化や過転圧の防止等の他、締固め状況の早期把握

による工程短縮が図れるなどのメリットが期待される。（別添参考資料―５参照） 
以下に、要領策定による発注者における主なメリットを示す。 

 
2-1 工事目的物の品質確保 

1）確実な締固め回数管理による品質確保 

締固め回数の 面的な把握による全体的な強度の確保 

2）施工管理に適用可能な盛土材料の拡大 

締固め度による管理ができなかったレキを含む岩塊盛土等への適用が可能 

 

2-2 業務の効率化 

1）締固め状況の早期把握による工程短縮 

自動締固め回数管理による施工の効率化    
2）現場密度試験省略による品質管理の簡素化・効率化 

3）品質管理写真撮影の効率化が可能。 

品質管理写真の現場密度試験（土質毎に 1 回）の写真撮影の省略による効率化 
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3. 要領の対象範囲 

本要領の対象範囲は、河川土工、及び道路土工等における、TS 又は GNSS を用い

た盛土の締固め管理を対象とする。 
 
4. 用語の説明 

用語の説明の内容は、参考資料－３に示す。 
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5.  監督職員の実施項目 

本要領を適用した盛土の締固め管理についての監督職員の実施項目は、以下の項目

とする。 
 

 
受注者の締固め管理作業フロー 監督職員の実施項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※システムの導入と土質試験・試験施工の実施時期は工事により異なる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施工計画書の受理】 
 

 

【基準点の指示】 
 ・工事に使用する基準点の指示 
 
【工事基準点設置状況の把握】 

 ・工事基準点の測量成果及び設置状況の把握 
 

【事前確認調査結果資料の確認】 

 ・TS 又は GNSS を用いた締固め管理適用の可否を判断する事前の確認調

査が実施されていることを、「事前確認チェックシート」により確認

 
【土質試験・試験施工結果資料の確認】 
 ・盛土材料の品質及び施工仕様の設定が適正であることを土質試験、試

験施工報告書により確認 
 
 
 
【締固め施工状況の把握】 
 ・施工状況の立会     一般監督：１回／１工事 
              重点監督：２～３回／１工事 
  盛土材料の品質管理、施工含水比、材料のまき出し、 

締固め状況の把握 
【品質管理資料の受理】 
 ・締固め回数の記録（締固め回数分布図、走行軌跡図）の受理 

 

 
 
 

 
◆その他の場合は、通常工事と同様な監督業務 
 

 
 図－１ 監督職員の実施項目 

 
＜本施工前及び工事施工中＞ 
5-1 施工計画書の受理 

土木工事共通仕様書第１編 1-1-4 による受注者から提出された施工計画書を受

理する。 
 
5-2 基準点の指示 

監督職員は、工事に使用する基準点を受注者に指示する。基準点は、4 級基準点

及び 3 級水準点（山間部では 4 級水準点を用いても良い）、若しくはこれと同等以

上のものは国土地理院が管理していなくても基準点として扱う。 

 

・仕様システムのメ－カー、型番 

構成機器等の記載 

書

【工事基準点設置】 

・指示の基準点を基に工事基準点設置 

【盛土施工管理】 

 ・施工・品質管理 

【施工・品質管理】 

 ・日常管理帳票作成 

※TS を用いた出来形管理を行う場合は、「ＴＳ を用いた出来形

管理の監督・検査要領」に基づく監督業務 

【盛土材料の確認】 

  ・土質試験 

【試験施工】 

  ・施工仕様の決定 

  ・システム作動確認 

施工計画書 

基準点の指示 

盛土施工 

出来形管理 

土質試験 

試験施工 

【事前確認調査】 

・適用条件、使用機器・ 
 精度機能の確認 

・計測障害に関する事前 
 調査 

【システム設定】 

・システム設定 

システムの導入 
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5-3 工事基準点設置状況の把握 

監督職員は、受注者から工事基準点に関する測量成果を受理した段階で、工事基

準点が、指示した基準点をもとにして設置したものであること、また、精度管理が

適正に行われていることを把握する。 

 
5-4 事前確認調査結果資料の確認  

監督職員は、受注者から本施工前に提出される「事前確認チェックシート」によ

り TS 又は GNSS を用いた締固め管理適用の可否を判断する適用条件、計測障害

の有無、システムの精度・機能等について、受注者が事前の確認調査を実施してい

ることを確認する。（別添参考資料－２参照） 

 

5-5 土質試験・試験施工結果資料の確認 

監督職員は、受注者が提出する土質試験及び試験施工結果の報告書により、盛土

施工に使用する材料の品質（土質毎に所定の締固め度が得られる含水比の範囲な

ど）及び施工仕様（締固め機械種類、まき出し厚、締固め回数等）の設定を確認す

る。 
 

5-6 締固め施工状況の把握 

監督職員は、TS 又は GNSS を用いた盛土の締固め管理が、適正に行われている

ことを、現場に臨場して把握する。なお、把握程度としては、土木工事監督技術基

準（案）に準じて、一般監督の場合は、1 工事あたり 1 回、重点監督の場合は、1 工事

あたり 2～3 回とする。 
現場に臨場して把握する項目を以下に示す。 
① 盛土材料の品質管理状況  
② 施工含水比の確認状況  
③ 材料のまき出し状況 
④ 締固め状況             

 

5-7 品質管理資料の受理 

監督職員は、締固め回数の記録（締固め回数分布図、走行軌跡図、ログファイル）

を受理する。なお、必要に応じて上記記録以外の以下の品質管理資料の提示を求め

ることが出来る。 
・盛土材料の品質の記録 

 
 

《現場密度試験における留意事項 》 
現場密度試験は原則として省略する。ただし、試験施工と同様の品質で所定の

含水比の範囲が保たれる盛土材料を使用していない場合や、所定のまき出し厚・

締固め回数で施工できたことを確認できない場合には、受注者が、現場密度試験

を実施して規格値を満足していることを、確認することが必要となる。 
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6. 検査職員の実施項目 

本要領を適用した TS 又は GNSS を用いた盛土の締固め管理に係わる書面検査は、

土木工事施工管理基準及び規格値に基づいて、当面の間、下記の項目を実施する。 
 
＜工事検査時＞ 
6-1 工事基準点の測量成果等の確認 

監督職員に、締固め管理に用いた工事基準点に関する測量成果が提出されてい

ることを、工事打合せ簿で確認する。 
6-2 事前確認調査結果の確認 

監督職員に、「事前確認チェックシート」が提出されていることを、工事打合せ

簿で確認する。  
6-3 土質試験・試験施工結果の確認 

監督職員に、土質試験及び試験施工結果の報告書が提出されていることを工事

打合せ簿で確認する。 
6-4 盛土施工結果の確認 

監督職員に提出された盛土施工結果（締固め回数分布図等）により適切な締固

めがなされているか確認する。 
6-5 品質管理及び出来形管理写真の確認 

「7. 管理基準及び規格値等」に基づいて撮影されていることを確認  

する。 
 
 
7. 管理基準及び規格値等  

7-1 品質管理及び出来形管理写真基準 

品質管理及び出来形管理写真については、「写真管理基準(案)」（国土交通省）

に基づいて行う。 

ただし、現場密度試験は原則として省略されるため、「現場密度の測定」（土質

毎に 1 回）の写真撮影は省略される。 
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参考資料－１  通常工事と「TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理」の監督・検査の相違点比較一覧 

【監督関係】

項目 通常工事における監督・検査基準等 ＴＳ･GNSSを用いた盛土の締固め監督・検査要領 備　　考

 １．事前調査等の確認

要領 ５－４ 事前確認調査結果資料の確認
　①TS・GNSSを用いた締固め管理適用の可否を判断する事前の確認
　調査が実施されていることを、「事前確認チェックシート」により確認

・TS・GNSSを用いた盛土の締固めの監督・
検査では、システムの適用条件、及び、精
度・機能について、事前の確認調査が実施さ
れていることを確認する

 ３．品質管理資料の把握

共仕第1編1-1-23　　施工管理　８．記録及び関係書類
①工事完成時に、現場密度試験結果を受理

要領 ５－７ 品質管理資料の受理
　①締固め回数の記録の受理（締固め回数分布図、走行軌跡図、ログファイ
ル）

・TS・GNSSを用いた盛土の締固めの監督・
検査では、締固め回数の記録を、品質管理
資料として受理する

【検査関係】

項目 通常工事における監督・検査基準等 ＴＳ･GNSSを用いた盛土の締固め監督・検査要領 備　　考

 １． 締固め管理に関わる
　　  資料検査

要領 ６-１－2)　事前確認・調査結果の確認
・監督職員に、「事前確認チェックシート」の提出が行われ、確認されているこ
とを工事打合せ簿で確認する

・TS・GNSSを用いた盛土の締固めの監督・
検査では、「事前確認チェックシート」の監督
職員による確認を工事打合せ簿で確認する

 ２．品質管理基準及び
　　 規格値

土木工事施工管理基準及び規格値（案）
　品質管理基準及び規格値による
　「現場密度の測定」（20　道路土工　・路体の場合）
　　・規格値　 　　最大乾燥密度の85％以上
　　・試験基準　　１回／1,000㎥、5,000㎥未満の場合３回以上／１工事

要領 ６-１－4)　盛土施工結果の確認
・試験施工結果の確認（締固め回数、走行軌跡、ログファイル）

・試験施工により、通常工事においても転圧
回数は決定されるが、TS・GNSSを用いた盛
土の締固めの監督・検査では、転圧回数が
規格値となる

 ３．品質管理写真基準
      出来形管理写真基準

写真管理基準　【第3編　　土木工事共通編】
「写真管理基準(案)」（国土交通省）による

要領 ７ 品質管理及び出来形管理写真の確認
「写真管理基準(案)」（国土交通省）による
ただし、現場密度測定は原則省略

・「現場密度測定の原則省略」以外は、通常
工事と同様
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参考資料－２  事前確認チェックシート 

 
 

事前確認チェックシート（ＴＳの場合） 
 
                                             平成   年   月   日 

                                             工 事 名 ：                      

                                             受注会社名 ：                      

                                             作 成 者 ：                   印 

確認項目 確 認 内 容 
確認 
結果 

適用条件の 

確認 

・使用する締固め機械が適用機種（ブルドーザ、タイヤローラ、振動ローラ及びそ

れらに準ずる機械）であるか？ 

・使用する材料が締固め回数管理に適しているか？ 

 

計測障害に 

関する事前 

調査 

・無線通信障害の発生の可能性はないか？ 

→低い位置に高圧線等の架線がないか、基地、空港等が近くにないか 

・TSの視準が遮るような障害物等がないか？   

 

精度の確認 

・TS測量機器が以下の性能を満足していることを確認できる有効な検定書また

は校正証明書があるか？ 

  公称測定精度 ±(5mm＋5ppm×D)   最小目盛値 20"以下 

・既知座標（工事基準点）とTSの計測座標が合致しているか？ 

 

機能の確認 

①締固め判定・表示機能 

・ローラまたは履帯が管理ブロック上を通過する毎に、当該管理ブロックが１回締

固められたと判定し、車載モニタに表示されるか？ 

・管理ブロック毎の累積の締固め回数が、車載モニタに表示されるか？ 

・施工とほぼ同時に締固め回数分布図を画面表示できるか？ 

 

②施工範囲の分割機能 

・施工範囲を、所定のサイズの管理ブロックに分割できるか？ 
 

③締固め幅設定機能 

・締固め幅を、使用する重機のローラまたは履帯幅に応じて任意に設定できるか

？ 

 

④オフセット機能 

・締固め機械の位置座標取得箇所と実際の締固め位置との関係をオフセットで

きるか？ 

 

⑤システムの起動とデータ取得機能 

・データの取得・非取得を施工中適宜切り替えることができるか？ 

・振動ローラの場合は、有振時のみの位置座標を取得するようになっているか？  
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事前確認チェックシート（ＧＮＳＳの場合） 
 
                                             平成   年   月   日 

                                             工 事 名 ：                      

                                             受注会社名 ：                      

                                             作 成 者 ：                   印 

確認項目 確 認 内 容 
確認 
結果 

適用条件の 

確認 

・使用する締固め機械が適用機種（ブルドーザ、タイヤローラ、振動ロー

ラ及びそれらに準ずる機械）であるか？ 
・使用する材料が締固め回数管理に適しているか？ 

 

計測障害に 

関する事前 

調査 

・無線通信障害の発生の可能性はないか？ 

 →低い位置に高圧線等の架線がないか、基地・空港等が近くにないか 

・ＧＮＳＳの測位状態に問題はないか？ 

 →FIX解となるのに必要な衛星捕捉数（５個以上）は確保できる状況か 

 

精度の確認 

・GNSS測量機器が以下の性能を満足しているか？ 

  水平(ｘｙ) ±20mm   垂直(z)   ±30mm 

・既知座標（工事基準点）とGNSSの計測座標が合致しているか？ 

 

機能の確認 

①締固め判定・表示機能 
・ローラまたは履帯が管理ブロック上を通過する毎に、当該管理ブロックが１回締

固められたと判定し、車載モニタに表示されるか？ 
・管理ブロック毎の累積の締固め回数が、車載モニタに表示されるか？ 
・施工とほぼ同時に締固め回数分布図を画面表示できるか？ 

 

②施工範囲の分割機能 
・施工範囲を、所定のサイズの管理ブロックに分割できるか？ 

 

③締固め幅設定機能 
・締固め幅を、使用する重機のローラまたは履帯幅に応じて任意に設定できるか？ 

 

④オフセット機能 
・締固め機械の位置座標取得箇所と実際の締固め位置との関係をオフセットできる

か？ 
 

⑤システムの起動とデータ取得機能 
・データの取得・非取得を施工中適宜切り替えることができるか？ 
・振動ローラの場合は、有振時のみの位置座標を取得するようになっているか？  

 

⑥座標取得データの選択機能 
・ＦＩＸ解でのデータのみを取得する機能を有しているか？ 

 

                           ※ 受注者は各確認項目について適正であることの内容確認を行う。 

                           ※ 結果確認欄に“○”を記して監督職員に提出する。 
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参考資料－３  用語の説明 

 
本要領で使用する用語を以下に解説する。 
 

【TS】 
  トータルステーションの略称、一台の機械で角度(鉛直角･水平角)と距離を同時

測定できる電子測距測角儀のこと。測定した角度と距離から未知点の3次元座標算

出ができる。本要領で取り扱うTSは移動する締固め機械の位置座標を正確に測定

する必要があることから自動追尾式を標準とする。 
 
 

【TS 締固め管理システム】 

基準局（座標既知点）、移動局（締固め機械側）、管理局（現場事務所等）で構

成される TS を用いた盛土の締固め管理をおこなうシステムの総称。現場の座標既

知点（基準局）に設置することにより、締固め機械（移動局）に装着した全周プ

リズムを追尾し、締固め機械の位置座標を計測するもの。座標データは、無線等

により車載パソコンに伝達され、このデータを用いてモニタに締固め位置、回数

を表示する。以下に TS 締固め管理システムの標準構成とシステム例を示す。 
           

 
 

TS 締固め管理システムの標準構成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 局 名 構 成 機 器 

TS 

基準局 
・TS機器（自動追尾TS、三脚） 
・＊パソコン(自動TSのデータ一時保管用) 
・データ通信用無線送信機(移動局へのデータ送信用) 
・電源装置 

移動局 
・追尾用全周プリズム 
・車載パソコン（モニター） 
・データ通信用無線受信機（基準局からのデータ受信用） 
・データ演算処理プログラム 

管理局 
・パソコン 
・データ演算処理プログラム 
・カラープリンター 



 

 

11 
 

            TS を用いた締固め回数管理システム（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【GNSS】 
  GPS(米)、GLONASS(露)、GALILEO(EU計画中)など、人工衛星を利用した

測位システムの総称。本要領で取り扱うGNSSは、移動する締固め機械の位置座標

を正確に測定する必要があることから、リアルタイムキネマティック

(RTK-GNSS)測位手法を基本とする。 

 
【GNSS 締固め管理システム】 

基準局（座標既知点）、移動局（締固め機械側）、管理局（現場事務所等）で構

成される GNSS を用いた盛土の締固め管理をおこなうシステムの総称。座標既知

点(基準局)に設置した GNSS から位置補正情報を締固め機械(移動局)に伝達し、

移動局側の GNSS 受信機で基準局からのベクトルを算出、移動局の位置座標を求

めるもの。座標データは、無線等により車載パソコンに伝達され、このデータを

用いてモニタに締固め位置、回数を表示する。以下に GNSS 締固め管理システム

の標準構成を示す。また基準局に電子基準点を用いたネットワーク型 RTK-GNSS
（VRS 方式）の概要を示す。 

 

           GNSS 締固め管理システムの標準構成

区分 局 名 構 成 機 器 

GNSS 

基準局 
・GNSS機器（アンテナ、受信機、三脚） 
・データ通信用無線送信機等(移動局へのデータ送信用) 
・電源装置 

移動局 
・GNSS機器（アンテナ、受信機） 
・データ通信用無線受信機等（基準局からのデータ受信用） 
・車載パソコン（モニタ） 
・データ演算処理プログラム 

管理局 
・パソコン 
・データ演算処理プログラム 
・カラープリンター 
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GNSS を用いた締固め回数管理システム（例） 

基 準 局

移 動 局 管 理 局

GNSSｱﾝﾃﾅ 受信用ｱﾝﾃﾅ
車載ﾊﾟｿｺﾝ

ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ

機械ｵﾍﾟﾚｰﾀ
管理用ﾊﾟｿｺﾝ

プリンタ

GNSSｱﾝﾃﾅ

GNSS受信機

送信用ｱﾝﾃﾅ

GNSS基準局
車載ﾊﾟｿｺﾝ

補正情報

 
 
 

ネットワーク型 RTK-GNSS（VRS 方式）の概要 

 

移動局
電子基準点

電子基準点 電子基準点

概略位置
仮想基準点

情報

仮想基準点

計算ｾﾝﾀｰ観測量 観
測
量

観
測
量
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【管理ブロックサイズ】 
  施工範囲を（締固めを行う域内）を、使用する締固め機械により定められたサ

イズの正方形の領域に分割したもの。 
  締固め回数を管理するための適切な管理ブロックのサイズは締固め機械により

異なり、TS 又は GNSS を用いた盛土の締固め管理要領において以下の基準値を

設定している。 
 

作業機械 管理ブロックサイズ 

ブルドーザ注1） ０.２５m 

タイヤローラ注2） ０.５０m 

振動ローラ注2） ０.５０m 

ロードローラ、 
タンピングローラ等の 
上記に準ずる機械 

０.２５mまたは０.５０mサイズより 
締固め幅等を考慮して決定 

       注 1）：ブルドーザの場合は履帯間の接地しない領域を考慮している。 
       注 2）：前後輪間の接地しない領域を考慮している。 

 
【日常管理帳票】 
  受注者が品質管理のために作成・保管する帳票で、盛土材料の品質記録（搬出

した土取場、含水比等）、まき出し厚の記録、締固め回数の記録（締固め回数分布

図、走行軌跡図）等の施工時の帳票のことをいう。 
 

【品質管理資料】 
  受注者が品質管理のために、作成・保管する日常管理帳票及び締固め回数管理

で得られるログファイル（締固め機械の作業中の時刻とその時の位置座標を記録

するもの）等の締固め施工管理の資料全体のことをいう。 
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【締固め回数分布図】 
  締固め管理システムで自動作成されるもので、締固め範囲の全面を確実に規定回

数だけ締固めたことを視覚的（色）で確認するための日常管理帳票の一つ。 

 

締固め回数分布図例（管理ブロックサイズ 0.50m） 

0 10 20 30 40 50

：作業日 2010年12月20日

（ ） （ ）施工箇所 自 No.516+40 至 No.517

：工事名 ○○○○工事
：受注者名 ○○○○株式会社

締固め回数

０回

１回

２回

３回

４回

５回

６回以上

オペレータ
天候

層番号
材料番号

締固め機械
開始時刻
終了時刻
走行時間
走行距離
平均速度
起振力

締固め幅

： ○○ ○○
：晴

： 2
： 6

： ○○ AT100
： ：  8 50
： 10:25
： 1.25h
： 4.92km
： 3.94km/h
： 200kN

ｍ 2.13 ：

No.517

No.516+40

（ ｍ）

施工含水比 ：22％
まき出し厚 ：34cm

管理ﾌﾞﾛｯｸｻｲｽﾞ ：0.5ｍ

規定締固め回数 ：6回

機械重量 ：11ｔ

 

 
 
 

◆ 入力項目  

 

 
 
 
① 必須の入力項目 
 
 
 

・工事名、受注会社名  ・作業日、オペレーター名、天候 
・管理ブロックサイズ 
・施工箇所（STA.No等）、断面番号又は盛土層数番号 
・盛土材料番号（土取場名、土質名） 
・締固め機械名  ・作業時刻   
・走行時間、走行距離、締固め平均速度 
・起振力（振動ローラの場合） ・機械重量（バラスト含む） 
・締固め幅  ・施工含水比  ・まき出し厚 
・規定締固め回数  

② 任意の入力項目 ・その他 
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【走行軌跡図】 
  締固め回数分布図と対となって自動作成されるもので、締固め回数分布図の信

頼性及びデータ改ざんの有無を確認するための日常管理帳票。 
 

走行軌跡図の例 

 
 
 

【ログファイル】 
  締固め回数管理で得られる電子情報で、締固め機械の作業中の時刻とその時の

位置座標を記録したもの。電子データ形式で保管する。 
 

ＴＳログファイルの内容例 

  ① ローラーID
② 年月日＿時分秒
③
④
⑤
⑥
⑦

前後進信号

⑧

Ｘ座標
Ｙ座標
Z座標
前輪起振力ＯＮ（Ｔ）・ＯＦＦ（Ｆ）
後輪起振力ＯＮ（Ｔ）・ＯＦＦ（Ｆ）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
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ＧＮＳＳログファイルの内容例 

  
① ローラーID
② 年月日＿時分秒
③ ＧＰＳ測位状況
④ 衛星数
⑤ ＰＤＯＰ
⑥ 予備フラグ
⑦ 前後進信号
⑧ Ｘ座標
⑨ Ｙ座標
⑩ Ｈ座標
⑪ 前輪起振力ＯＮ（Ｔ）・ＯＦＦ（Ｆ）
⑫ 後輪起振力ＯＮ（Ｔ）・ＯＦＦ（Ｆ）

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

 
 

 
【基準点】 

測量の基準とするために設置された国土地理院が管理する三角点・水準点であ

る。 
 

【工事基準点】 
監督職員より指示された基準点を基に、受注者が施工及び施工管理のために現

場及びその周辺に設置する基準となる点をいう。 
 
 



 

 

17 
 

参考資料－４ 

「TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理要領」による管理・確認項目及びその方法 

 

工程 管理・確認項目 管理・確認の方法（青文字は本管理要領(案)に特有の内容） 参照箇所

準
備
工 

適用条件 締固め回数管理システムが適用可能な現場条件であることを確認 
９、10 

ページ 

計測障害の有無 

･基準局・移動局間の無線通信に障害が出ない環境であることを確認 

･ＴＳの場合、当該現場でＴＳから自動追尾用全周プリズムへの視準

が遮られないことを確認 

･ＧＮＳＳの場合、当該現場で FIX 解のための十分な衛星捕捉数が得

られることを確認 

11 ページ 

使用機器 
実施する締固め管理に必要な機能を持った機器が揃っていることを

確認 

13～16 

ページ 

精度 締固め管理に必要な精度を、システムが確保していることを確認 17 ページ 

システムの設定 

当該現場の盛土範囲や使用する重機に応じてシステムを適切に設定

していることを確認 

18～21 

ページ 

システムが正常に作動することを確認（可能であれば試験施工で確

認） 

22、25 

ページ 

土質試験 

使用予定の盛土材料の適性をチェックするほか、突固め試験で得ら

れる締固め曲線により、所定の締固め度が得られる含水比の範囲を

確認 

26 ページ 

試験施工 

使用予定の盛土材料の種類毎に、締固め回数と締固め度・表面沈下

量の関係を求め、所定の締固め度及び仕上り厚（一般に 30cm 以下）

が得られるようなまき出し厚及び締固め回数を確認するとともに、

過転圧が懸念される土質では、締固め回数の上限値を確認。 

22～25 

ページ 

盛
土
施
工 

盛土材料の品質 

現場に搬入される材料が、①試験施工で適切な施工仕様を決定した

土質と同質であることを確認、②所定の締固め度が得られる含水比

の範囲内であることを確認 

27 ページ 

材料のまき出し 

試験施工で決定したまき出し厚で敷き均されていることを、写真撮

影により確認。システムによる情報化施工機械の標高記録により把

握。 

29 ページ 

締固め 
システムにより車載モニタでリアルタイムに確認し、施工範囲全面

で所定の締固め回数を管理 
28 ページ 

現場密度試験 

原則として現場密度試験を省略、但し上記の管理・確認項目で適切

な結果が得られていなければ現場密度試験を実施して規格値を満足

しているか確認 

30 ページ 
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参考資料－５ TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理の活用によるメリット 

 

 
 
 


